
地球温暖化対策推進本部

②承認

幹事会
（全省庁・局長級）

京都メカニズム活用連絡会
（プロジェクト支援担当省庁・課長級）

京都議定書に基づく共同実施（ＪＩ）・クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）の活用について京都議定書に基づく共同実施（ＪＩ）・クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）の活用について

①、②は京都議定
書の国際ルールに
基づくもの

政府の支援体制

①承認申請

事
業
者
等

③共同実施、クリーン開
発メカニズム事業（１）

④ｸﾚｼﾞｯﾄ移転（２）

注：
（１）共同実施、クリーン開発メカニズム事業
他の締約国における温室効果ガス排出削減を実現
するために、温室効果ガス排出削減に資する事業
を行うもの。

（２）クレジット移転
他の締約国における温室効果ガス排出削減実績を、
事業者等が国内で行ったものと見なすもの。

海外でのプロジェクト実施

他の締約国
（先進国/途上国）


